
鈴鹿市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

令和６年６月２８日 

鈴鹿市長 

鈴鹿市条例第２２号 

 

鈴鹿市税条例の一部を改正する条例 

 鈴鹿市税条例（昭和２５年鈴鹿市条例第７７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第10条の２  略 第10条の２  略 

２～６  略 ２～６  略 

７ 法附則第15条第25項第２号に規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定め

る割合は、７分の６とする。 

 

８～14  略 ７～13  略 

15 法附則第15条第38項に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

 

16～19  略 14～17  略 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に

対して課する固定資産税の特例） 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に

対して課する固定資産税の特例） 

第12条の３ 地方税法等の一部を改正する法律

（令和６年法律第４号。附則第28条の７にお

いて「令和６年改正法」という。）附則第21

条第１項の規定に基づき、令和６年度から令

和８年度までの各年度分の固定資産税につい

ては、法附則第18条の３の規定を適用しない

第12条の３ 地方税法等の一部を改正する法律

（令和３年法律第７号。附則第28条の７にお

いて「令和３年改正法」という。）附則第14

条第１項の規定に基づき、令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税につい

ては、法附則第18条の３の規定を適用しない



こととする。 こととする。 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に

対して課する都市計画税の特例） 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に

対して課する都市計画税の特例） 

第28条の７ 令和６年改正法附則第21条第１項

の規定に基づき、令和６年度から令和８年度

までの各年度分の都市計画税については、法

附則第25条の３の規定を適用しないこととす

る。 

第28条の７ 令和３年改正法附則第14条第１項

の規定に基づき、令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税については、法

附則第25条の３の規定を適用しないこととす

る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 改正後の附則第１０条の２第７項及び第１５項の規定は、令和６年度以後の

年度分の固定資産税及び都市計画税について適用し、令和５年度分までの固定資産

税及び都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の施行の

日から令和６年３月３１日までの間に整備された地方税法等の一部を改正する法律

（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）附則第１５条第３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する

固定資産に対して課する固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例によ

る。 


